
岡崎市

市民税・県民税の申告相談

LINEでの予約方法



１．岡崎市LINE公式アカウントの
友だち登録をする

ＱＲコードを読み取り、

岡崎市LINE公式アカウントの

友だち登録をしてください。

すでに登録済みのかたは、

ＱＲコードを読み取ると

2．申告相談の予約開始に進みます。



１．岡崎市LINE公式アカウントの
友だち登録をする

左にある「追加」を押すと、

友だち登録ができます。

左下の のマークを押すと

メッセージを入力することが

できるようになります。

…



2．申告相談の予約の開始

トーク画面で「申告」と送信します。

「予約を開始する」を押します。



３．注意事項を確認

「手続きを始める前に」

「注意事項」

に書いてあることをそれぞれよく読み、

同意、または確認をいただけましたら

次へ進みます。



４．医療費控除について

医療費控除を受けられる場合、医療費の明細書を

ご自身で作成いただく必要があります。

予約時間に明細書の作成時間は含まれていません。

作成方法については岡崎市HP

「令和8年度 市民税・県民税の申告のご案内」

のページにありますのでご参照ください。



５．申告ができるかの確認

令和８年１月１日に

岡崎市に在住のかたのみ受付可能です。

そうでないかたは来ていただいても

岡崎市では申告ができません。

これらの申告は市役所では

受け付けることができません。

岡崎税務署の確定申告会場や

無料税務相談会場をご利用く

ださい。



６．申告会場の選択

予約する会場を選択してください。

会場名の左側にある

○を押して選択、

確定を押します。



７．日時を選択する

日時を選択します。

カレンダーより希望の日にちを選択し、

確定します。

時間を選択する画面が出ますので、

選択し、確定を押します。



８．名前、電話番号の入力

トーク画面に戻ります。

申告するかたの名前をカタカナで入力し、

送信してください。

次に申告するかたの電話番号を

半角数字、ハイフンなしで入力し、送信します。



９．申請内容の確認

表示された内容で間違いがなければ、

緑色の「申請」を押します。

これで申請は完了です。

内容に間違いがある場合は「修正」

申請をやめる場合は「中止」を押します。

本庁（福祉会館２階）201号室



10.予約が終わったら

お知らせをご覧ください。

医療費控除を申告するかたは、

こちらから電子で医療費控除明細書を

作成できます。

紙、または電子での

事前作成をお願いします。



１０．予約の確認・取消

スライド３．注意事項を確認 の画面へ進み、

「予約の確認・取消」を押すと

予約内容の確認や取消ができます。

（キャンセルの場合）


